
管理課

研究者等

管理課

研究機関の長

（病院長）

研究補助者

・職員の人事、公印の保管及び公文書

類に関すること。

・職員の労働条件、福利厚生に関する

こと。

・他の所掌に属しないものに関するこ

・庶務係

①②③研究者等は企画課と支出財源の確認を行い、管理課に対して研究補助者の雇用の申請（被雇用者の業
務内容説明等）を行う。
管理課は業務内容・雇用条件等を検討し、雇用する為に必要な決裁を取得する。（院長等決裁）

④管理課は雇用募集を行い、被雇用者と面談し、雇用契約を締結する。

⑤⑥研究補助者は研究者の補助業務を行う。

⑦研究補助者は管理課に対して出勤簿等必要書類を提出する。
管理課は提出書類の内容を確認し、給与の支払いに必要な決裁を得る。

⑧⑨管理課は企画課に被雇用者に対して給与の支払いを行うよう依頼する。
企画課は研究補助者へ給与支給を行う。（振込）
管理課にて書類を保管・管理する。

○支給単価は、国立病院機構非常勤職員給与規程に準じる
※賃金・謝金等に係る源泉徴収等の取扱いに当たっては、関係法令等に従い適正に対応すること

○研究補助者とは、研究者の研究の遂行を補助する者をいう。
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②雇用伺

⑨給与支給

⑤補助依頼

⑥補助業務

④募集・採用手続

②雇用伺

③雇用許可
⑧給与支払依頼

⑦勤務状況確認・報告

⑦勤務状況報告等

・予算、決算及び財務書類等に関する

こと。

・債権及び債務の管理に関すること。

・契約に関すること。

・固定資産の管理に関すること。 など

・経理係

・契約係

･経理管

理責任者

①支出財源確認

独立行政法人国立病院機構青森病院

研究に必要な補助者の雇用について


